
 

 

陽性検体 5検体のうち陽性と判定できた検体数，及
び陰性検体 10検体のうち陰性と判定できた検体数に
て評価を行い，従来法との陽性一致率及び陰性一致率

がともに 90％以上であれば，従来法の代替手法とし
て使用可能と判断することとした．これらの試験は 2
施行行い，1施行でも増幅曲線の立ち上がりが見られ
た場合は陽性と判定することとした． 
また，実際の検査では検出下限値（Ct値 40）付近
で増幅曲線の立ち上がりが見られることがあり，判定

に苦慮することがある．そのため，弱陽性検体 2検体
を用い，従来法の結果を比較した．この試験は 5施行
行い，1施行でも増幅曲線の立ち上がりが見られた場
合は陽性と判定することとした． 

 
結果と考察 

１．性能評価 
従来法と各検査法との比較結果を表に示す．凍結融

解後の従来法では，検体搬入時は弱陽性であった検体

での増幅曲線の立ち上がりが見られなかった．「ゲノム

試料の収集及びゲノムデータの取扱いに関するガイド

ライン」5)によると，核酸を抽出する前に検体の凍結

融解を繰り返すとゲノム試料の品質に影響を及ぼし得

るとある．今回の検討においても，検体搬入時の状態

から凍結融解を 1 度行っているため，RNA の品質に
影響を及ぼし，増幅曲線の立ち上がりが見られなかっ

たと考えられた． 
Takara 法と従来法を比較すると，陽性検体，陰性
検体，弱陽性検体いずれも一致率 100%であった．こ
のことから，Takara 法は従来法の代替手法として使
用可能であると考えられた． 
島津法と従来法を比較すると，陽性検体の一致率

100%（5/5），陰性検体の一致率 90%（9/10）であり，
島津法も従来法の代替手法として使用可能であると考

えられた．一方，従来法では増幅曲線の立ち上がりが

見られなかった弱陽性検体について，島津法では立ち

上がりが見られた（5施行のうち，2/5及び1/5で陽性）．
本結果から，島津法が従来法より感度が高いのか，非

特異的な増幅反応を示すのか不明であるが，島津法で

陰性検体及び弱陽性検体で立ち上がりが見られた検体

の Ct値は 37.7～39.7であることから，Ct値が 40付
近で増幅曲線の立ち上がりが見られた場合は，再検査

を行う等結果の取扱いに注意が必要であると考えられ

た． 
２．検査所要時間の比較 
各検査法における検体前処理から結果判定までの所

要時間を図に示した（20検体 2施行想定）．なお，反 

 
 
 
 
 
 
 
応試薬作成の時間については，前処理中に別の作業

員が作成するため，所要時間には含めていない．各検

査法間で PCR 開始までの時間差はさほど無く，リア
ルタイム RT-PCRの反応時間に差が生じた．  
 

まとめ 
RNA 抽出が不要な 2 種の遺伝子検査法について，
従来法と比較を行った．結果，2 種類とも従来法の代
替手法として使用可能と考えられたが，一部の検体で

従来法と一致しない結果もあったことから，検出限界

付近の結果が得られた場合は，再検査を実施するなど

慎重な判断が必要と考えられた． 
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※キット法結果/従来法結果，( )内は従来法との一致率 

表 各検査法と従来法との一致度比較 
検体搬入時結果

従来法 従来法 Takara法 島津法

陽性 5検体 5検体 5/5
（100%）

5/5
（100%）

陰性 10検体 10検体 10/10
（100%）

9/10
（90%）

弱陽性 2検体 0検体 0/0
（100%）

2/0
（0%）

凍結融解後結果※

従来法

Takara法

島津法

Time

前処理

前処理

前処理

試薬
操作

試薬操作

試薬操作  RealTimePCR

5h

試薬操作  RealTimePCR

1h 2h 3h

RNA抽出

検体
処理

試薬操作

検体
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試薬操作

4h

 RealTimePCR

図 各検査法別所要時間の比較（20検体 2施行想定） 
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渡辺正義 5)・荻田堅一 6)・齋藤悦子 6)・濱 夏樹 7)・野本竜平 7)・横田隼一郎 8)・黒田久美子 8)・ 
吉田孝子・池端孝清 9)・庄真理子 10)・平垣内雅規 11)・平田翔子 11)・中村寛海 2) 
 
1)国立感染症研究所，2)大阪健康安全基盤研究所，3)滋賀県衛生科学センター，4)京都府保健環境研究所，

5)京都市衛生環境研究所，6)兵庫県立健康科学研究所，7)神戸市環境保健研究所，8)姫路市環境衛生研究所，  
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森本 洋 4)・山上剛志 5)・髙橋洋平 5)・武差愛美 5)・佐藤千鶴子 6)・小林妙子 6)・倉園貴至 7)・ 
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超臨界流体抽出（SFE）および LC-MS/MSによる野菜・果実中の 
残留農薬の一斉分析法の妥当性評価 

 
米田正樹・西山隆之・樋上絢・北岡洋平・南浦茉奈・立本行江 

 
令和 2年 8月 31日（奈良市・紙上開催）日本食品化学学会第 26回総会・学術大会 

 

野菜・果実を対象とし SFEと LC-MS/MS を用いた一斉分析法の妥当性をガイドラインに従い確認し
た結果，Ⅰ法化合物は 114 化合物中 58 から 78 化合物が適合した．Ⅱ法化合物は 45 化合物中 10 から
18 化合物が適合した．また、農薬残留が認められた農産物を使用し溶媒抽出法と SFE 法で農薬の抽出
効率を比較した結果，ほぼ同等の抽出率である事を確認した．Ⅰ法化合物は一部抽出が困難な化合物は

あるが，試料から簡易迅速に化合物を抽出できた．Ⅱ法化合物にも一部の化合物で有効であった． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

スイセンのリコリン・ガランタミンの定量法及び 
遺伝子解析による種鑑別方法の確立 

 
仲井菜都希・安藤尚子・西山隆之・中田千恵子・立本行江 

 
令和 2年 11月 9日・10日（宮崎県・紙上開催）第 57回全国衛生化学技術協議会年会 

 

近年，全国的に発生件数が増加しているスイセン類による食中毒について，検査体制を確立すべく，

病因物質であるリコリン，ガランタミンの LC-MS/MS による定量法及び遺伝子解析による種鑑別方法
を開発した．スイセン類による食中毒が疑われる事例が発生した際には，リコリン，ガランタミンの定

量と遺伝子解析による種鑑別を組み合わせて総合的に病因物質を同定・定量することができ，健康危機

管理体制の強化に寄与した． 
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キハダの果実および葉の残留農薬実態調査 
（2019年～2020年） 

 
米田正樹 

 
令和 2年 11月 13日（オンライン）奈良県研究分野統合本部「キハダの研究発表会」  

 

奈良県内に分布するキハダは田畑の隣接地や，天然林の中で生育しておりその周辺環境は様々である．

今後，キハダの果実および葉の食材への利用がすすめば，田畑で使用した農薬がキハダに飛散し，残留

農薬による健康被害に繋がる可能性が危惧されることから，2019 年 6月から 8月と 2020 年 6月から 8
月にかけて採取したキハダの果実（25検体）および葉（63 検体）の残留農薬の実態調査を実施した． 
調査の結果，2019 年の検体から 2,6-ジクロロベンズアミドを葉 1 検体から，2020 年の検体からシラ
フルオフェンを葉 3検体から検出したが，農薬の残留基準値の超過は確認されなかった．  
しかし，一部の検体から農薬成分が検出されたことから，キハダの果実および葉を食材とするために

採取する際は，周辺環境での農薬の使用状況を確認してから採取する必要性があると考えられた．  
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1. 奈良県保健研究センター年報は，本研究センターにおいて行った研究・調査の業績を掲載する． 
2. 投稿者は，本研究センター職員とする．ただし，共同研究者はこの制限を受けない． 
3. 原稿の種類と内容 

1) 原著 

調査研究などで新知見を含むまとまったものは，原著として投稿できる．記述の順は，表題（和文，

欧文），著者名（和文，欧文），要旨（200字程度），緒言，方法，結果，考察，文献とする． 
2) 報告 

調査研究，事業に係る技術等検討などでまとめておく必要のあるものは，報告として投稿できる．記

述の順は，表題 (和文，欧文) ，著者名 (和文，欧文) ，緒言，方法，結果，考察，文献とする． 
3) 資料 

事業に係る技術等検討及び特に記載してまとめておく必要のあるものは，資料として投稿できる．記

述の順は，表題（和文，欧文），著者名（和文，欧文），本文とする．本文には緒言，方法，結果，考

察に相当する内容を含め，体裁にとらわれず自由に記述することができる．資料の長さは刷り上り2ペー

ジを超えない． 
4) 他誌掲載論文 

他誌に掲載した論文の内容を紹介する．記述の順は，表題，著者名，掲載誌名とする．著者に本研究

センター以外の者が含まれる場合には，本研究センターの著者に下線を付して明示する（ 5），6)も同

様とする）． 
5) 報告書等 

厚生労働科学研究費補助金分担報告書等を紹介する（筆頭著者に限定しない）．記述の順は，報告書

等の名称（必要な場合には研究課題名・代表研究者名等を含む），表題，著者（報告者）名とする．  

6) 研究発表の抄録 

学会（研究会を含む）に発表した内容を紹介する．記述の順は，表題，発表者名，学会名（研究会

名），抄録（欧文も可）とする．抄録に相当するものがある場合には，そのまま掲載するが，ない場合

には抄録の内容を400字以内（欧文は10行以内）にまとめる． 
4. 原稿作成要領 

1) 執筆要領 
(1) 本文は日本語を用いる．  

本文中の和文フォント（漢字・ひらがな・カタカナ）はMS明朝（全角），英数フォント（数字・アル

ファベット）はCentury（半角）を用いる．フォントサイズは10ポイントを用いる． 
(2) 原稿はワープロソフトで作成し，句読点は「，」「．」(全角)とする． 
(3) 原稿はA4版用紙を使用する． 

表題（和文，欧文），著者名（和文，欧文），要旨は，1行46文字，緒言以下は，1行24文字，1頁46
行の2段組とする．表題は12ポイントを用いる．  

(4) 見出し等の番号は以下のように記載する．頭出しの数字，カッコ，ドットは半角を用い，見出し文との

間に半角スペースを入れる． 
1. Arial（半角）・・・見出し 
1) Arial（半角）・・・小見出し 
(1) Century（半角），① MS明朝（全角），i) Century（半角）・・・細分見出し 

見出し文および小見出し文の英数フォントはArial（半角），細分見出し文の英数フォントはCentury
（半角）を用いる． 

(5) 単位は国際的に慣用されているものを使用し，数字と単位の間は半角スペースを1つ挿入する． 
ただし％，℃はMS明朝（全角）を用い，記号と数字の間はスペースを入れない．  
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2) 表題，著者名，所属機関名 
(1) 表題の和文フォントはMSゴシック（全角）とし，英数フォントはArial（半角）とする．表題の欧文フ

ォントはCentury（半角）とし，冠詞，前置詞・副詞，接続詞以外の単語は第1字目を大文字にする． 
(2) 著者名の欧文は，名は最初の1文字のみを大文字とし，姓はすべて大文字とする． 
(3) 本研究センター職員以外の著者名については，その右肩に「＊，＊＊」の記号をつけ，それぞれの所属機

関名をその頁の最下段に脚注として記載する． 
3) 図・表および写真 
(1) 図・表および写真は白黒とする． 
(2) 図・写真では下にタイトルと説明を，表では上にタイトル，下に説明を記載する．なお，タイトルと説

明は画像貼付しないこととする． 
(3) 図は線の太さ，文字の大きさなど縮尺を考慮して作成し，本文中に挿入しておく． 
(4) 表中の和文フォント（漢字・ひらがな・カタカナ）はMS明朝（全角），英文フォント（数字・アルフ

ァベット）はCentury（半角）を用いる．グラフ中のフォントはそれぞれMSゴシック（全角）とArial
（半角）を用いる． 

5) 脚注および引用文献 
(1) 脚注は「＊」を用い，欄外に入れる． 
(2) 引用文献は1) ，1,2) ，1-3) のように右肩に示し，最後に一括して番号順に列記する． 
(3) 文献は下記のように著者名（3名まで），雑誌名，巻，ページ，年号（西暦）の順に記載し，巻数はゴ

シック体，欧文雑誌名はイタリック体とする．以下に例を示す． 
1) 佐藤恭子，山田隆，義平邦利，他：食衛誌，27, 619-623 (1986) 
2) Hine J, Dowell A, Singley JE, et al.: J. Am. Chem. Soc., 78, 479-483 (1956) 
3) “食品衛生検査指針理化学編”厚生省生活衛生局監修，212-216 (1991)，（社）日本食品衛生協会 

(4) インターネット上のホームページ等は変更・削除されることがあるので本文中に記載する． 

5. 原稿の提出について 

1) A4版用紙に印字した原稿1部とする．なお，紙情報にあわせて原稿・図･表の電子情報の形で提出のこと． 

2) 原稿は所属担当統括主任研究員を経て編集委員に提出する． 
3) 提出期限は編集委員会で定める． 
6. 審査 

原稿は編集委員会において審査し，採否を決定する．また編集委員会は必要に応じて，種類・内容の変

更を求めることができる． 
7. 校正 

校正はすべて著者の責任とするが，編集委員会は編集の都合上変更を求めることができる． 
8. その他 

1) 年報編集に関し必要な事項は，編集委員会において決定する．なお編集委員会はセンター所長（編集委

員長），副所長及び食品，細菌，ウイルス・疫学情報担当各1名の編集委員で構成する． 

2) 編集委員の任期は1年とし，業務は年報の発送をもって終了する．  
3) 本投稿規定は編集委員の決議により，改正することが出来る． 
4) 編集委員は年報全体の統一を図る目的でスタイルの調整を行うことができる． 
9. 附則 

1) この奈良県保健研究センター年報投稿規定は，平成19年4月12日から施行(改正)する． 
2) この規定は，平成25年4月1日に改正する． 
3) この規定は，平成28年6月1日に改正する． 
4) この規定は，平成29年5月16日に改正する． 
5) この規定は，平成30年5月15日に改正する． 
6) この規定は，令和2年10月1日に改正する． 
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(2) 著者名の欧文は，名は最初の1文字のみを大文字とし，姓はすべて大文字とする． 
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5. 原稿の提出について 

1) A4版用紙に印字した原稿1部とする．なお，紙情報にあわせて原稿・図･表の電子情報の形で提出のこと． 

2) 原稿は所属担当統括主任研究員を経て編集委員に提出する． 
3) 提出期限は編集委員会で定める． 
6. 審査 

原稿は編集委員会において審査し，採否を決定する．また編集委員会は必要に応じて，種類・内容の変

更を求めることができる． 
7. 校正 

校正はすべて著者の責任とするが，編集委員会は編集の都合上変更を求めることができる． 
8. その他 

1) 年報編集に関し必要な事項は，編集委員会において決定する．なお編集委員会はセンター所長（編集委

員長），副所長及び食品，細菌，ウイルス・疫学情報担当各1名の編集委員で構成する． 

2) 編集委員の任期は1年とし，業務は年報の発送をもって終了する．  
3) 本投稿規定は編集委員の決議により，改正することが出来る． 
4) 編集委員は年報全体の統一を図る目的でスタイルの調整を行うことができる． 
9. 附則 

1) この奈良県保健研究センター年報投稿規定は，平成19年4月12日から施行(改正)する． 
2) この規定は，平成25年4月1日に改正する． 
3) この規定は，平成28年6月1日に改正する． 
4) この規定は，平成29年5月16日に改正する． 
5) この規定は，平成30年5月15日に改正する． 
6) この規定は，令和2年10月1日に改正する． 
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